
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
管
理
に
関
す
る
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

…
…
…

○
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
管
理
に
関
す
る
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

1

○
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
管
理
に
関
す
る
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）
4

○
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
現
状
変
更
等
の
許
可
申
請
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
十
号
）
（
第
三
条
関
係
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
身
分
証
明
証
票
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

10

○
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
現
状
変
更
等
及
び
輸
出
並
び
に
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
輸
出
の
許
可
申
請
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
三
号
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
第
五
条
関
係
）

11

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
修
理
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
四
号
）
（
第
六
条
関
係
）

13

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
又
は
遺
跡
の
発
見
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
五
号
）
（
第
七
条
関
係
）

14

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
標
識
等
設
置
基
準
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
七
号
）
（
第
八
条
関
係
）

16

…
…
…
…
…

○
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
復
旧
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
九
号
）
（
第
九
条
関
係
）

17

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
国
宝
、
重
要
文
化
財
等
の
管
理
、
修
理
等
に
関
す
る
技
術
的
指
導
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
九
号
）
（
第
九
条
関
係
）

18

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
現
状
変
更
等
及
び
公
開
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
三
十
号
）
（
第
九
条
関
係
）

20

…
…
…

○
文
化
財
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
処
分
等
に
関
す
る
聴
聞
、
意
見
の
聴
取
及
び
審
査
請
求
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
（
第
十
条
関
係
）

21

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
文
化
財
の
保
護
の
た
め
の
条
例
の
制
定
等
の
場
合
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
（
第
十
一
条
関
係
）

22

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
（
第
十
二
条
関
係
）

27

○
奈
良
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
文
部
科
学
省
の
所
管
に
属
す
る
国
有
財
産
に
係
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
文
部
省
令
第
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

十
二
号
）
（
第
十
三
条
関
係
）

29

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
関
す
る
条
例
の
制
定
等
の
場
合
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
三
十
一
号
）
（
第
十
四
条
関
係
）

30

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
選
定
の
申
出
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
（
第
十
五
条
関
係
）

32

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
美
術
刀
剣
類
製
作
承
認
規
則
（
平
成
四
年
文
部
省
令
第
三
号
）
（
第
十
六
条
関
係
）

33



…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
登
録
有
形
文
化
財
に
係
る
登
録
手
続
及
び
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
文
部
省
令
第
二
十
九
号
）
（
第
十
七
条
関
係
）

34

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
に
係
る
登
録
手
続
及
び
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
八
号
）
（
第
十
八
条
関
係
）

37

…
…
…
…
…
…

○
登
録
記
念
物
に
係
る
文
化
財
登
録
原
簿
、
標
識
等
の
設
置
の
基
準
及
び
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）
（
第
十
九
条
関
係
）

41

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
重
要
文
化
的
景
観
に
係
る
選
定
及
び
届
出
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）
（
第
二
十
条
関
係
）

44

…
…
…
…
…

○
文
部
科
学
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
（
第
二
十
一
条
関
係
）

46

※
改
正
内
容
に
応
じ
て
、

、

、

、

に
色
分
け
（
「

【
赤
字
】
管
理
責
任
者
関
係

【
青
字
】
首
長
部
局
へ
の
事
務
の
移
管
関
係

【
ピ
ン
ク
字
】
権
限
移
譲
関
係

【
緑
字
】
保
存
計
画
関
係

左
に
」
→
「
次
に
」
、
「
き
損
」
→
「
毀
損
」
等
の
単
な
る
字
句
の
整
理
に
つ
い
て
は
黒
字
の
ま
ま
）
。
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○
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
管
理
に
関
す
る
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届
出

う
。
）
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届
出

の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

の
書
面
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六

管
理
責
任
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
業
及
び
年
齢

六

管
理
責
任
者
の
職
業
及
び
年
齢

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届

第
二
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

出
の
書
面
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
管
理
責
任
者
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
四
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
の
届

第
四
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
の
届
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出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

出
の
書
面
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

旧
管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

旧
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六

新
管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

六

新
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

七

新
管
理
責
任
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
業
及
び
年
齢

七

新
管
理
責
任
者
の
職
業
及
び
年
齢

八
～
十

（
略
）

八
～
十

（
略
）

（
滅
失
、
毀
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

（
滅
失
、
き
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
六
条

法
第
三
十
三
条
（
法
第
百
七
十
二
条
第
五
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
六
条

法
第
三
十
三
条
（
法
第
百
七
十
二
条
第
五
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
全
部
又
は
一
部
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
毀

の
規
定
に
よ
る
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
全
部
又
は
一
部
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
き

損
し
、
又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は

損
し
、
又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六

（
略
）

六

（
略
）

七

滅
失
、
毀
損
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
毀
損
等
」
と
い
う
。
）
の
事

七

滅
失
、
き
損
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
き
損
等
」
と
い
う
。
）
の
事

実
の
生
じ
た
日
時
及
び
場
所

実
の
生
じ
た
日
時
及
び
場
所

八

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
の
生
じ
た
当
時
に
お
け
る
管
理
の
状
況

八

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
の
生
じ
た
当
時
に
お
け
る
管
理
の
状
況

九

滅
失
、
毀
損
等
の
原
因
並
び
に
毀
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
程
度

九

滅
失
、
き
損
等
の
原
因
並
び
に
き
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
程
度

十

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
日

十

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
日

十
一

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る

十
一

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る

べ
き
事
項

べ
き
事
項

２

毀
損
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
書
面
に
写
真
又
は
見
取
図
そ
の
他
毀
損
の
状

２

き
損
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
書
面
に
写
真
又
は
見
取
図
そ
の
他
き
損
の
状

、

、
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態
を
示
す
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

態
を
示
す
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

（
所
在
の
場
所
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

（
所
在
の
場
所
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
七
条

法
第
三
十
四
条
（
法
第
百
七
十
二
条
第
五
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

第
七
条

法
第
三
十
四
条
（
法
第
百
七
十
二
条
第
五
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
所
在
の
場
所
を
変

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
所
在
の
場
所
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

五
～
十
一

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
管
理
に
関
す
る
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
十
九
条
第
二
項
で
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管

う
。
）
第
百
十
九
条
第
二
項
で
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管

理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六

管
理
責
任
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
業
及
び
年
齢

六

管
理
責
任
者
の
職
業
及
び
年
令

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条

法
第
百
十
九
条
第
二
項
で
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
条

法
第
百
十
九
条
第
二
項
で
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）
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（
管
理
責
任
者
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
四
条

法
第
百
二
十
条
で
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責

第
四
条

法
第
百
二
十
条
で
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責

任
者
を
変
更
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

任
者
を
変
更
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

旧
管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

旧
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六

新
管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

六

新
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

七

新
管
理
責
任
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
業
及
び
年
齢

七

新
管
理
責
任
者
の
職
業
及
び
年
齢

八
～
十

（
略
）

八
～
十

（
略
）

（
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
の
滅
失
、
毀
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

（
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
の
滅
失
、
き
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
六
条

法
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
七
十
二
条
第
五
項
で
準
用
す
る
法

第
六
条

法
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
七
十
二
条
第
五
項
で
準
用
す
る
法

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
の
全
部
又
は
一
部
が
滅

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
の
全
部
又
は
一
部
が
滅

失
し
、
毀
損
し
、
若
し
く
は
衰
亡
し
、
又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら

失
し
、
き
損
し
、
若
し
く
は
衰
亡
し
、
又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら

れ
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

れ
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六

（
略
）

六

（
略
）

七

滅
失
、
毀
損
、
衰
亡
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
毀
損
等
」
と
い
う
。

七

滅
失
、
き
損
、
衰
亡
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
き
損
等
」
と
い
う
。

）
の
事
実
の
生
じ
た
日
時

）
の
事
実
の
生
じ
た
日
時

八

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
の
生
じ
た
当
時
に
お
け
る
管
理
の
状
況

八

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
の
生
じ
た
当
時
に
お
け
る
管
理
の
状
況

九

滅
失
、
毀
損
等
の
原
因
並
び
に
毀
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
程
度

九

滅
失
、
き
損
等
の
原
因
並
び
に
き
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
程
度

十

毀
損
の
場
合
は
、
毀
損
の
結
果
当
該
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
が
そ
の
保

十

き
損
の
場
合
は
、
き
損
の
結
果
当
該
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
が
そ
の
保
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存
上
受
け
る
影
響

存
上
受
け
る
影
響

十
一

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
日

十
一

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
日

十
二

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る

十
二

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る

べ
き
事
項

べ
き
事
項

２

前
項
の
書
面
に
は
、
滅
失
、
毀
損
等
の
状
態
を
示
す
キ
ャ
ビ
ネ
型
写
真
及
び
図
面

２

前
項
の
書
面
に
は
、
滅
失
、
き
損
等
の
状
態
を
示
す
キ
ヤ
ビ
ネ
型
写
真
及
び
図
面

、

を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

を
添
え
る
も
の
と
す
る
。
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○
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
現
状
変
更
等
の
許
可
申
請
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
十
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
許
可
の
申
請
）

（
許
可
の
申
請
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下

う
。
）
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下

「
許
可
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可
申
請
書
を

「
許
可
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可
申
請
書
を

文
化
庁
長
官
（
法
第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び

文
化
庁
長
官
（
法
第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭

第
百
八
十
四
条
の
二
第
一
項

和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
四
項
第
一

（
法
第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
を
都
道
府
県
又
は

号
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
を
都
道
府
県
又
は

教
育
委
員
会
が
行
う
場
合
に
は

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

市
（
特
別

市
の

教
育
委
員
会

、
当
該
都
道
府
県
又
は

教
育
委
員
会
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
の

市
の

（
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が

法
第
五
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
（
第
六
条
第
一
項
第

四
号
に
お
い
て
単
に
「
特
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
又
は
市
町
村
の
長
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
第
一
項

が
行
う
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は

教
育
委
員

に
お
い
て
同
じ
。
）

市
町
村
の

会
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

七

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

八
～
十

（
略
）

八
～
十

（
略
）

十
一

現
状
変
更
等
に
よ
り
生
ず
る
物
件
の
滅
失
若
し
く
は
毀
損
又
は
景
観
の
変
化

十
一

現
状
変
更
等
に
よ
り
生
ず
る
物
件
の
滅
失
若
し
く
は
き
損
又
は
景
観
の
変
化

そ
の
他
現
状
変
更
等
が
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る

そ
の
他
現
状
変
更
等
が
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
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事
項

事
項

十
二
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
終
了
の
報
告
）

（
終
了
の
報
告
）

第
三
条

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可

第
三
条

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可

に
係
る
現
状
変
更
等
を
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
文
化
庁
長
官
（
法

に
係
る
現
状
変
更
等
を
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
文
化
庁
長
官
（
法

第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び

の
規
定
に
よ
り
当

第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
第
五
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該

第
百
八
十
四
条
の
二
第
一
項

該
許
可
を
都
道
府
県
又
は

教
育
委
員
会
が
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
都
道

許
可
を
都
道
府
県
又
は
市
の
教
育
委
員
会
が
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
又

市
町
村
の

府
県
又
は

教
育
委
員
会
）
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

は
市
の
教
育
委
員
会
）
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村
の

２

（
略
）

２

（
略
）

（
管
理
計
画
）

（
管
理
計
画
）

第
六
条

文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
次
条
に
お

第
六
条

令
第
五
条
第
四
項
の
管
理
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
四
項
の
管
理
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

と
す
る
。

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

管
理
計
画
を
定
め
た
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会

四

管
理
計
画
を
定
め
た
教
育
委
員
会

（
当
該
都
道
府
県

又
は
市
町
村
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県

又
は
市
町
村
）

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（

区
域
に
係
る
事
務
の
処
理
の
開
始
の
公
示
）

（

区
域
に
係
る
事
務
の
処
理
の
開
始
の
公
示
）

市
町
村
の

市
の

第
七
条

令
第
五
条
第
七
項

第
七
条

令
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行

（
令
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も

う
も
の
と
す
る
。

る
場
合
を
含
む
。
）

の
と
す
る
。

一

令
第
五
条
第
四
項
各
号

に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

一

令
第
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

区
域
に
係
る
も
の
の
処
理

又
は
令
第
六
条
第
二
項
各
号

市

市
の

区
域
に
係
る
も
の
の
処
理
を
開
始
す
る
旨

を
開
始
す
る
旨

町
村
の

二

令
第
五
条
第
四
項
各
号

に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

二

令
第
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

区
域
に
係
る
も
の
の
処
理

又
は
令
第
六
条
第
二
項
各
号

市

市
の

区
域
に
係
る
も
の
の
処
理
を
開
始
す
る
日

を
開
始
す
る
日

町
村
の
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○
身
分
証
明
証
票
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
四

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
四

十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
八
十
三
条
、
第
百
十
八
条
及
び
第
百
二
十
条
で
準
用
す
る
場
合
を
含

十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
八
十
三
条
、
第
百
十
八
条
及
び
第
百
二
十
条
で
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
八
条
第
三
項
、
第
百
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
六
条
第
二
項
で
準
用

む
。
）
、
第
九
十
八
条
第
三
項
、
第
百
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
六
条
第
二
項
で
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
百
三
十
一
条
第
三
項
で
準
用
す
る

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
百
三
十
一
条
第
三
項
で
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
十
二
ま
で

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
十
二
ま
で

の
と
お
り
と
す
る
。

の
通
り
と
す
る
。
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○
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
現
状
変
更
等
及
び
輸
出
並
び
に
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
輸
出
の
許
可
申
請
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
三
号
）
（

第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
現
状
変
更
等
の
許
可
の
申
請
）

（
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
現
状
変
更
等
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「

う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「

現
状
変
更
等
許
可
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可

現
状
変
更
等
許
可
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可

申
請
書
を
文
化
庁
長
官
（
法
第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び

申
請
書
を
文
化
庁
長
官
（
法
第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
文
化
財
保
護
法
施

第
百
八
十
四
条
の

行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第

二
第
一
項
（
法
第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る

の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
を
都
道
府
県
又
は

三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
を
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
（
地
方
自
治

。
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定

市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
町
村

の
教
育
委
員
会

都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
を
い
う
。
以
下
同
じ

（
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
法
第
五
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規

。
）
の
教
育
委
員
会
が
行
う
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
の
教
育

定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
又

が
行
う
場

委
員
会
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
市
町
村
の
長
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は

の
教
育
委
員
会
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

市
町
村

な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
十
四

（
略
）

六
～
十
四

（
略
）
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（
終
了
の
報
告
）

（
終
了
の
報
告
）

第
七
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に

第
七
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に

係
る
現
状
変
更
等
を
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
文
化
庁
長
官
（
法
第

係
る
現
状
変
更
等
を
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
文
化
庁
長
官
（
法
第

百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び

の
規
定
に
よ
り
当
該

百
八
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
第
五
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
許

第
百
八
十
四
条
の
二
第
一
項

許
可
を
都
道
府
県
又
は

の
教
育
委
員
会
が
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府

可
を
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
の
教
育
委
員
会
が
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
都
道

市
町
村

県
又
は

の
教
育
委
員
会
）
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

府
県
又
は
指
定
都
市
等
の
教
育
委
員
会
）
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
修
理
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
四
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
修
理
の
届
出
）

（
修
理
の
届
出
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

う
。
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
十
三

（
略
）

六
～
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
又
は
遺
跡
の
発
見
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
五
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
事
前
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
等
）

（
事
前
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
発
掘
を
行
つ
た
者
は
、
発
掘
終

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
発
掘
を
行
つ
た
者
は
、
発
掘
終

了
後
遅
滞
な
く
、
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
す
べ
き
場
合
に
あ

了
後
遅
滞
な
く
、
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
す
べ
き
場
合
に
あ

つ
て
は
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
文
化
庁
長
官
（
法
第
百
八
十
四
条
第

つ
て
は
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
文
化
庁
長
官
（
法
第
百
八
十
四
条
第

一
項
第
六
号
及
び
文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。

一
項
第
六
号
及
び
文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
二
条
第

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
を
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
を
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
行
う
場
合
に
は
、

（
当
該
都
道
府
県
が

当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
）
に
、
法
第
九
十
三
条
第
一
項
で
準
用
す
る
法
第
九

法
第
五
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
こ
の
項
に
お

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
前
条
第
一
項
各
号

い
て
単
に
「
特
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

が
行
う
場
合
に
は
、
当
該
都

に
掲
げ
る
事
項
を
文
化
庁
長
官
（
法
第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
六
号
及
び
令
第
五
条

都
道
府
県
の
知
事
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

道
府
県
の
教
育
委
員
会
）
に
、
法
第
九
十
三
条
第
一
項
で
準
用
す
る
法
第
九
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
三
条
第
一
項
で
準
用
す
る
法
第
九
十
二
条
第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
を
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

る
事
項
を
文
化
庁
長
官
（
法
第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
六
号
及
び
令
第
五
条
第
二
項

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
う

の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
三
条
第
一
項
で
準
用
す
る
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定

。
以
下
同
じ
。
）
の
教
育
委
員
会
が
行
う
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都

に
よ
る
届
出
の
受
理
を
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

市
の
教
育
委
員
会
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下

（
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
特
定
地
方
公
共
団
体

同
じ
。
）
の
教
育
委
員
会
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で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
。
以
下
こ

が
行
う
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
教

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

育
委
員
会
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
標
識
等
設
置
基
準
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
七
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
標
識
）

（
標
識
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

前
項
の
標
識
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
彫
り
、
又
は
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
標
識
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
彫
り
、
又
は
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

文
部
科
学
省
（
仮
指
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
仮
指
定
を
行
つ
た
都
道
府

二

文
部
科
学
省
（
仮
指
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
仮
指
定
を
行
つ
た
都
道
府

県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
の
名
称
）
の
文
字
（
所
有
者
又
は
管
理

（
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
法

団
体
の
氏
名
又
は
名
称
を
併
せ
て
表
示
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
）

第
五
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

の
名
称
。
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
同

て
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
）

じ
。
）
の
文
字
（
所
有
者
又
は
管
理
団
体
の
氏
名
又
は
名
称
を
併
せ
て
表
示
す
る

こ
と
を
妨
げ
な
い
。
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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○
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
又
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
復
旧
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
九
号
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
復
旧
の
届
出
）

（
復
旧
の
届
出
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

う
。
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

七

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

八
～
十
二

（
略
）

八
～
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
国
宝
、
重
要
文
化
財
等
の
管
理
、
修
理
等
に
関
す
る
技
術
的
指
導
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
九
号
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
場
合
）

（
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
場
合
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
第
四
項
（
法
第
八

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
第
四
項
（
法
第
八

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
国
宝
、
重
要
文
化
財

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
国
宝
、
重
要
文
化
財

又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
管
理
又
は
修
理
に
関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合

又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
管
理
又
は
修
理
に
関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
場
合
）

（
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
場
合
）

第
三
条

法
第
百
十
八
条
及
び
法
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第

第
三
条

法
第
百
十
八
条
及
び
法
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
史
跡
、
特
別
名
勝
若
し
く
は
特
別
天
然
記
念
物
又
は
史
跡

四
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
史
跡
、
特
別
名
勝
若
し
く
は
特
別
天
然
記
念
物
又
は
史
跡

、
名
勝
若
し
く
は
天
然
記
念
物
（
以
下
「
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
」
と
総
称
す
る
。

、
名
勝
若
し
く
は
天
然
記
念
物
（
以
下
「
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
」
と
総
称
す
る
。

）
の
管
理
又
は
復
旧
に
関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

）
の
管
理
又
は
復
旧
に
関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
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六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
現
状
変
更
等
及
び
公
開
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
三
十
号
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
現
状
変
更
等
の
届
出
）

（
現
状
変
更
等
の
届
出
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
現
状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
（
以
下

よ
る
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
現
状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
（
以
下

「
現
状
変
更
等
」
と
い
う
。
）
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

「
現
状
変
更
等
」
と
い
う
。
）
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
十
四

（
略
）

六
～
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
文
化
財
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
処
分
等
に
関
す
る
聴
聞
、
意
見
の
聴
取
及
び
審
査
請
求
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
関
係
人
の
参
加
許
可
の
手
続
）

（
関
係
人
の
参
加
許
可
の
手
続
）

第
二
条

行
政
手
続
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、

第
二
条

行
政
手
続
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、

文
部
科
学
省
聴
聞
手
続
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
人
は
、

文
部
科
学
省
聴
聞
手
続
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
人
は
、

聴
聞
の
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
そ
の
氏
名
、
住
所
及
び
当
該
聴
聞
に
係
る
不
利
益

聴
聞
の
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
そ
の
氏
名
、
住
所
及
び
当
該
聴
聞
に
係
る
不
利
益

処
分
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
の
疎
明
を
記
載
し
た
書
面
を
主
宰
者
に
提
出

処
分
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
の
疎
明
を
記
載
し
た
書
面
を
主
宰
者
に
提
出

し
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

し
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
聴
聞
の
続
行
又
は
期
日
の
変
更
）

（
聴
聞
の
続
行
又
は
期
日
の
変
更
）

第
四
条

主
宰
者
は
、
行
政
手
続
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
を
続
行

第
四
条

主
宰
者
は
、
行
政
手
続
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
を
続
行

す
る
場
合
又
は
文
部
科
学
省
聴
聞
手
続
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の

す
る
場
合
又
は
文
部
科
学
省
聴
聞
手
続
規
則
第
二
条
第
二
項
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
を

期
日
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
次
回
の
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
を
公
示
し
な
け
れ
ば

変
更
す
る
場
合
に
は
、
次
回
の
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
ら
な
い
。

い
。
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○
文
化
財
の
保
護
の
た
め
の
条
例
の
制
定
等
の
場
合
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
（
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
）

（
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
（
以
下
「
文
化
財
保
護
条
例
」
と

う
。
）
第
百
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
（
以
下
「
文
化
財
保
護
条
例
」
と

い
う
。
）
を
制
定
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
改
正

い
う
。
）
を
制
定
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
改
正

し
た
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会

し
た
場
合
に
は
、
教
育
委
員
会
は
、
当
該
条
例
の
公
布
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
こ

（
当
該
地
方
公
共
団
体
が
法
第
五

れ
を
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

は
、
当
該
条
例
の
公
布
の
日
か
ら
二
十

当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
。
以
下
同
じ
。
）

日
以
内
に
こ
れ
を
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
の
指
定
又
は
解
除
の
場
合
）

（
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
の
指
定
又
は
解
除
の
場
合
）

第
二
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
建
造
物
で
あ
る
有
形
文
化
財
に

第
二
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
建
造
物
で
あ
る
有
形
文
化
財
に

つ
い
て
指
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る

つ
い
て
指
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
写
真
及
び
図
面
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官

書
面
に
写
真
及
び
図
面
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

棟
札
、
墨
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

九

む
な
札
、
墨
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
建
造
物
以
外
の
有
形
文
化
財
に
つ
い

２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
建
造
物
以
外
の
有
形
文
化
財
に
つ
い
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て
指
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

て
指
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

を
記
載
し
た
書
面
に
写
真
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け

に
写
真
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

画
賛
、
奥
書
、
銘
文
等

十
一

画
賛
、
奥
書
、
め
い
文
等

、
、

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

３

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
を
行
つ
た
有
形
文
化
財
に
つ
い

３

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
を
行
つ
た
有
形
文
化
財
に
つ
い

て
そ
の
指
定
の
解
除
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
第
一

て
そ
の
指
定
の
解
除
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及

五
号
ま
で
又
は
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
解
除
の
理
由
を

び
解
除
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告

記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
解
除
が
当
該
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
重
要

な
い
。
但
し
、
当
該
解
除
が
当
該
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
重
要
文
化
財
の
指
定
が
あ

文
化
財
の
指
定
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
の
指
定
又
は
解
除
の
場
合
）

（
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
の
指
定
又
は
解
除
の
場
合
）

第
三
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
音
楽
、
演
劇
又
は
こ
れ
に
関
連

第
三
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
音
楽
、
演
劇
又
は
こ
れ
に
関
連

す
る
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
指
定
（
保
持
者
又
は
保
持
団
体
（
無
形
文
化
財
を
保
持

す
る
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
指
定
（
保
持
者
又
は
保
持
団
体
（
無
形
文
化
財
を
保
持

す
る
者
が
主
た
る
構
成
員
と
な
つ
て
い
る
団
体
で
代
表
者
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
い

す
る
者
が
主
た
る
構
成
員
と
な
つ
て
い
る
団
体
で
代
表
者
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
次

育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
写
真
を
添
え
て
、
三
十
日
以

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
写
真
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官

内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
工
芸
技
術
で
あ
る
無
形
文
化
財
に
つ

２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
工
芸
技
術
で
あ
る
無
形
文
化
財
に
つ

い
て
指
定
（
保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
認
定
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方

い
て
指
定
（
保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
認
定
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
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公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
写
真
を
添
え

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
写
真
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内

て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

３

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
を
行
つ
た
無
形
文
化
財
に
つ
い

３

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
を
行
つ
た
無
形
文
化
財
に
つ
い

て
、
保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
追
加
認
定
又
は
当
該
無
形
文
化
財
の
指
定
の
解
除
（

て
、
保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
追
加
認
定
又
は
当
該
無
形
文
化
財
の
指
定
の
解
除
（

保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
認
定
の
解
除
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方
公
共

保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
認
定
の
解
除
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
委
員

団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
前
項
第
一
号
か
ら

会
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
三
十
日

げ
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長

以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
解
除
が
当
該

官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
解
除
が
当
該
無
形
文
化
財
に
つ

無
形
文
化
財
に
つ
い
て
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
は
、

い
て
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

こ
の
限
り
で
な
い
。

。

（
無
形
の
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
の
指
定
又
は
解
除
の
場
合
）

（
無
形
の
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
の
指
定
又
は
解
除
の
場
合
）

第
五
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
無
形
の
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て

第
五
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
無
形
の
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て

指
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

指
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に

記
載
し
た
書
面
に
写
真
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ

写
真
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
を
行
つ
た
無
形
の
民
俗
文
化
財

２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
を
行
つ
た
無
形
の
民
俗
文
化
財

に
つ
い
て
そ
の
指
定
の
解
除
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は

に
つ
い
て
そ
の
指
定
の
解
除
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
前
項
第
一
号
か

、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
解
除
の
理
由
を
記
載
し
た
書

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
解
除
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
三

面
を
も
つ
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
解
除
が

し
、
当
該
解
除
が
当
該
無
形
の
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指

当
該
無
形
の
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
が
あ
つ
た
こ
と
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定
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
記
念
物
に
つ
い
て
の
指
定
又
は
解
除
の
場
合
）

（
記
念
物
に
つ
い
て
の
指
定
又
は
解
除
の
場
合
）

第
六
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
念
物
に
つ
い
て
指
定
を
行
つ

第
六
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
念
物
に
つ
い
て
指
定
を
行
つ

た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
写
真
及
び
図

面
に
写
真
及
び
図
面
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば

面
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
を
行
つ
た
記
念
物
に
つ
い
て
そ

２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
を
行
つ
た
記
念
物
に
つ
い
て
そ

の
指
定
の
解
除
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
第
一

の
指
定
の
解
除
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
解
除
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て

で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
解
除
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
三
十
日
以
内
に

、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
解

文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
当
該
解
除
が
当
該
記
念
物
に

除
が
当
該
記
念
物
に
つ
い
て
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
の
指
定
又
は
仮
指
定
が

つ
い
て
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
の
指
定
又
は
仮
指
定
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
る

あ
つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
文
化
財
の
保
存
技
術
に
つ
い
て
の
選
定
又
は
解
除
の
場
合
）

（
文
化
財
の
保
存
技
術
に
つ
い
て
の
選
定
又
は
解
除
の
場
合
）

第
七
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
文
化
財
の
保
存
技
術
に
つ
い
て

第
七
条

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
文
化
財
の
保
存
技
術
に
つ
い
て

選
定
（
保
持
者
又
は
保
存
団
体
（
選
定
に
係
る
保
存
技
術
を
保
存
す
る
こ
と
を
主
た

選
定
（
保
持
者
又
は
保
存
団
体
（
選
定
に
係
る
保
存
技
術
を
保
存
す
る
こ
と
を
主
た

る
目
的
と
す
る
団
体
（
財
団
を
含
む
。
）
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も

る
目
的
と
す
る
団
体
（
財
団
を
含
む
。
）
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会

体
の
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
写
真
を
添
え
て
、
三

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
写
真
を
添
え
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化

十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）
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２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
定
を
行
つ
た
文
化
財
の
保
存
技
術

２

文
化
財
保
護
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
定
を
行
つ
た
文
化
財
の
保
存
技
術

に
つ
い
て
保
持
者
又
は
保
存
団
体
の
追
加
認
定
又
は
当
該
選
定
に
係
る
保
存
技
術
の

に
つ
い
て
保
持
者
又
は
保
存
団
体
の
追
加
認
定
又
は
当
該
選
定
に
係
る
保
存
技
術
の

選
定
の
解
除
（
保
持
者
又
は
保
存
団
体
の
認
定
の
解
除
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き

選
定
の
解
除
（
保
持
者
又
は
保
存
団
体
の
認
定
の
解
除
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き

は
、
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

は
、
教
育
委
員
会
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
解
除
の

事
項
及
び
解
除
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官

理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
三
十
日
以
内
に
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。
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○
銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
（
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
登
録
の
手
続
等
）

（
登
録
の
手
続
等
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会

３

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
法
第
十

（
当
該
都
道
府
県
が
文
化
財
保
護
法
第
五
十
三
条
の
八

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
鑑
定
を
行
う
日
時
及
び
場
所
を
同
条
第
一
項
の
登
録
を

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
単
に
「
特
定
地
方
公
共
団
体
」
と

受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
。
第
二
号
様
式
及
び

は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と

い
。

第
二
号
の
二
様
式
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

き
は
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
鑑
定
を
行
う
日
時
及
び
場
所
を
同
条
第

一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

第
二
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）
銃
砲
登
録
原
票

第
二
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）
銃
砲
登
録
原
票

（
略
）

（
略
）

記
載
上
の
注
意

記
載
上
の
注
意

一

登
録
記
号
番
号
の
欄
の
記
号
は
、
登
録
の
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
の
教
育

一

登
録
記
号
番
号
の
欄
の
記
号
は
、
登
録
の
事
務
を
行
つ
た
教
育
委
員
会
の
所

委
員
会

在
す
る
都
道
府
県
名
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
当
該
都
道
府
県
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
第
二

の
所
在
す
る
都
道
府
県
名
を
記
載
す
る
も
の

号
の
二
様
式
に
お
い
て
同
じ
。
）
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と
す
る
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
号
の
二
様
式
（
第
六
条
関
係
）
刀
剣
類
登
録
原
票

第
二
号
の
二
様
式
（
第
六
条
関
係
）
刀
剣
類
登
録
原
票

（
略
）

（
略
）

記
載
上
の
注
意

記
載
上
の
注
意

一

登
録
記
号
番
号
の
欄
の
記
号
は
、
登
録
の
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
の
教
育

一

登
録
記
号
番
号
の
欄
の
記
号
は
、
登
録
の
事
務
を
行
つ
た
教
育
委
員
会
の
所

委
員
会
の
所
在
す
る
都
道
府
県
名
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

在
す
る
都
道
府
県
名
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
奈
良
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
文
部
科
学
省
の
所
管
に
属
す
る
国
有
財
産
に
係
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
文
部
省
令
第
二
十

二
号
）
（
第
十
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
九
条
第
三
項
及
び
国
有
財

よ
る
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
九
条
第
三
項
及
び
同
法
施

産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基

行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
奈

づ
き
奈
良
県
が
同
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
文
部
科
学
省
の
所
管
に
属
す
る
国
有
財
産

良
県
が
同
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
文
部
科
学
省
の
所
管
に
属
す
る
国
有
財
産
の
維
持

の
維
持
及
び
保
存
を
行
う
場
合
の
文
部
科
学
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す
る
権

及
び
保
存
を
行
う
場
合
の
文
部
科
学
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
登

利
の
登
記
嘱
託
職
員
と
し
て
、
文
部
科
学
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
及
び
船
舶
に
関

記
嘱
託
職
員
と
し
て
、
文
部
科
学
省
の
所
管
に
属
す
る
不
動
産
及
び
船
舶
に
関
す
る
権

す
る
権
利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
文
部
省
令
第

利
の
登
記
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
文
部
省
令
第
五
号
）

五
号
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
を
指
定
す
る
。

（
地
方
教
育
行
政
の
組

織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第

一
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
奈
良
県
知
事
が
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
事
務

を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
務
に
つ
い
て

を
指
定
す
る
。

は
奈
良
県
知
事
）
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○
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
関
す
る
条
例
の
制
定
等
の
場
合
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
三
十
一
号
）
（
第
十
四
条
関
係
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
）

（
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
以
下
「
保
存
地
区
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

に
よ
る
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
以
下
「
保
存
地
区
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
報
告
は
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条

条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
報
告
は
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会

に
お
い
て
同
じ
。
）
町
村
の
教
育
委
員
会
（

」
と
い
う
。
）
が
当
該
条
例
の
公
布
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

当
該
市
町
村
が
法
第
五
十
三
条
の
八
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
特
定
地
方

）
が
当
該

公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長

条
例
の
公
布
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
保
存
地
区
の
決
定
又
は
そ
の
取
消
し
の
場
合
）

（
保
存
地
区
の
決
定
又
は
そ
の
取
消
し
の
場
合
）

第
二
条

法
第
百
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
地
区
の
決
定
の
報
告
は
、
市

第
二
条

法
第
百
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
地
区
の
決
定
の
報
告
は
、
教

町
村
の
教
育
委
員
会
（
当
該
保
存
地
区
が
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き

育
委
員
会
（
当
該
保
存
地
区
が
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
市
町
村
長

又
は

は
、

。
以
下
こ

。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
決
定
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

当
該
市
町
村
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き

当
該
市
町
村
の
長

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
決
定
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項

し
た
書
面
に
当
該
保
存
地
区
に
係
る
写
真
及
び
図
面
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

を
記
載
し
た
書
面
に
当
該
保
存
地
区
に
係
る
写
真
及
び
図
面
を
添
え
て
行
う
も
の
と

す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）
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２

法
第
百
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
地
区
の
決
定
の
取
消
し
の
報
告
は

２

法
第
百
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
地
区
の
決
定
の
取
消
し
の
報
告
は

、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
前
項
第
一
号
か

、
教
育
委
員
会
が
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
に
あ
つ
て
は
、
取
消
し
に
係
る
地
域
の
所

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
に
あ
つ
て
は
、
取
消
し
に
係
る
地
域
の
所
在
地
及
び

在
地
及
び
面
積
と
す
る
。
）
及
び
取
消
し
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う

面
積
と
す
る
。
）
及
び
取
消
し
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す

も
の
と
す
る
。

る
。
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○
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
選
定
の
申
出
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
（
第
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
選
定
の
申
出
）

（
選
定
の
申
出
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定

第
一
条

文
化
財
保
護
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
伝
統
的
建
造
物

に
よ
る
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
選
定
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
市
（
特

群
保
存
地
区
の
選
定
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲

別
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
町
村
の
教
育
委
員
会

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
選
定
申
出
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
当
該
市
町

い
。

村
が
法
第
五
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
選
定
申
出
書

あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
）

を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

保
存
活
用
計
画

保
存
計
画

六

保
存
地
区
の

六

保
存
地
区
の

七

（
略
）

七

（
略
）

（
添
付
資
料
等
）

（
添
付
資
料
等
）

第
二
条

前
条
の
選
定
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
、
図
面
及
び
写
真
を
添
え
な

第
二
条

前
条
の
選
定
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
、
図
面
及
び
写
真
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

保
存
地
区
の

に
係
る
図
面

二

保
存
地
区
の

に
係
る
図
面

保
存
活
用
計
画

保
存
計
画

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）
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○
美
術
刀
剣
類
製
作
承
認
規
則
（
平
成
四
年
文
部
省
令
第
三
号
）
（
第
十
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
承
認
）

（
承
認
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
製
作
し
よ
う
と
す
る
刀
剣
類
が
美
術
品
と
し
て
価

（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（

値
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
製
作
担
当
者
が
刀
剣
類
の
製
作
に
つ
き
承
認
を
受

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ

け
た
こ
と
の
あ
る
者
（
承
認
を
受
け
た
刀
剣
類
の
製
作
を
担
当
し
た
こ
と
の
あ
る
者

ろ
に
よ
り
そ
の
長
が
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ

を
含
む
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
に
係
る
刀
剣
類
の
製
作
を
承
認
す
る
も
の
と

と
と
さ
れ
た
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
。
次
項
に
お
い
て
同

は
、
製
作
し
よ
う
と
す
る
刀
剣
類
が
美
術
品
と
し
て
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ

す
る
。

じ
。
）

り
、
か
つ
、
製
作
担
当
者
が
刀
剣
類
の
製
作
に
つ
き
承
認
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者

（
承
認
を
受
け
た
刀
剣
類
の
製
作
を
担
当
し
た
こ
と
の
あ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る

場
合
に
は
、
申
請
に
係
る
刀
剣
類
の
製
作
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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○
登
録
有
形
文
化
財
に
係
る
登
録
手
続
及
び
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
文
部
省
令
第
二
十
九
号
）
（
第
十
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
五
条

法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届
出

第
五
条

法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届
出

の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
六
条

法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

第
六
条

法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

よ
る
管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
管
理
責
任
者
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
八
条

法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

第
八
条

法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
管
理
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

よ
る
管
理
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
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載
す
る
も
の
と
す
る
。

載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

旧
管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

旧
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六

新
管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

六

新
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

（
滅
失
、
毀
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
滅
失
、
き
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
十
条

法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
有
形
文
化
財
の
全
部
又
は
一
部
が
滅
失

第
十
条

法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
有
形
文
化
財
の
全
部
又
は
一
部
が
滅
失

し
、
若
し
く
は
毀
損
し
、
又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
の

し
、
若
し
く
は
き
損
し
、
又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
の

届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六

（
略
）

六

（
略
）

七

滅
失
、
毀
損
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
毀
損
等
」
と
い
う
。
）
の
事

七

滅
失
、
き
損
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
き
損
等
」
と
い
う
。
）
の
事

実
の
生
じ
た
日
時
及
び
場
所

実
の
生
じ
た
日
時
及
び
場
所

八

滅
失
、
毀
損
等
の
原
因
並
び
に
毀
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
程
度

八

滅
失
、
き
損
等
の
原
因
並
び
に
き
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
程
度

九

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
日

九

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
日

十

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ

十

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ

き
事
項

き
事
項

（
所
在
の
場
所
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

（
所
在
の
場
所
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
十
一
条

法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
有
形
文
化
財
の
所
在
の
場
所
を
変
更

第
十
一
条

法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
有
形
文
化
財
の
所
在
の
場
所
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と

し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
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す
る
。

す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

五
～
十
一

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
現
状
変
更
の
届
出
）

（
現
状
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
現
状
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ

第
十
四
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
現
状
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
十
四

（
略
）

六
～
十
四

（
略
）

（
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
の
書
面
の
記
載
事
項
）

（
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
の
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
有
形
文
化
財
の
管
理
又
は
修
理
に

第
二
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
有
形
文
化
財
の
管
理
又
は
修
理
に

関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も

関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も

っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）
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○
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
に
係
る
登
録
手
続
及
び
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
八
号
）
（
第
十
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
五
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準

第
五
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
六
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準

第
六
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
管
理
責
任
者
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
八
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準

第
八
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
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用
す
る
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
の
届

用
す
る
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
の
届

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

旧
管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

旧
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六

新
管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

六

新
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

（
滅
失
、
毀
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
滅
失
、
き
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
十
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
登

第
十
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
登

録
有
形
民
俗
文
化
財
の
全
部
又
は
一
部
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
、
又
は
こ
れ

録
有
形
民
俗
文
化
財
の
全
部
又
は
一
部
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
き
損
し
、
又
は
こ
れ

を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六

（
略
）

六

（
略
）

七

滅
失
、
毀
損
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
毀
損
等
」
と
い
う
。
）
の
事

七

滅
失
、
き
損
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
き
損
等
」
と
い
う
。
）
の
事

実
の
生
じ
た
日
時
及
び
場
所

実
の
生
じ
た
日
時
及
び
場
所

八

滅
失
、
毀
損
等
の
原
因
並
び
に
毀
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
概
要

八

滅
失
、
き
損
等
の
原
因
並
び
に
き
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
概
要

九

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
日

九

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
日

十

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ

十

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ

き
事
項

き
事
項

（
所
在
の
場
所
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

（
所
在
の
場
所
変
更
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）
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第
十
一
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

第
十
一
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

登
録
有
形
民
俗
文
化
財
の
所
在
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
の
書
面

登
録
有
形
民
俗
文
化
財
の
所
在
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
の
書
面

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

五
～
十
一

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
現
状
変
更
の
届
出
）

（
現
状
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定

第
十
四
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
現
状
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う

に
よ
る
現
状
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
十
二

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）

（
現
状
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

（
現
状
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
七
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第

第
十
七
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
要
し
な
い
場
合
は
、
現
状
変
更
に
関
し
次
の

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
要
し
な
い
場
合
は
、
現
状
変
更
に
関
し
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

登
録
有
形
民
俗
文
化
財
が
毀
損
し
て
い
る
場
合
又
は
毀
損
す
る
こ
と
が
明
ら
か

二

登
録
有
形
民
俗
文
化
財
が
き
損
し
て
い
る
場
合
又
は
き
損
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
予
見
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
毀
損
の
拡
大
又
は
発
生
を
防
止
す
る
た
め

に
予
見
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
き
損
の
拡
大
又
は
発
生
を
防
止
す
る
た
め
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応
急
の
措
置
を
執
る
と
き
。

応
急
の
措
置
を
執
る
と
き
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
現
状
変
更
を
内
容
と
す
る
命
令
に
基
づ
く
措
置
を
執

四

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
現
状
の
変
更
を
内
容
と
す
る
命
令
に
基
づ
く
措
置
を

る
と
き
。

執
る
と
き
。

（
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
の
書
面
の
記
載
事
項
）

（
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
の
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

第
二
十
条

法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

登
録
有
形
民
俗
文
化
財
の
管
理
又
は
修
理
に
関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
に
は

登
録
有
形
民
俗
文
化
財
の
管
理
又
は
修
理
に
関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
に
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）
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○
登
録
記
念
物
に
係
る
文
化
財
登
録
原
簿
、
標
識
等
の
設
置
の
基
準
及
び
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）
（
第
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
文
化
財
登
録
原
簿
の
記
載
事
項
）

（
文
化
財
登
録
原
簿
の
記
載
事
項
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
文
化

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
文
化

財
登
録
原
簿
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

財
登
録
原
簿
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
選
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
八
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準

第
八
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
選
任
し
た
と
き
の
届

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
管
理
責
任
者
解
任
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
九
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準

第
九
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
と
き
の
届
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出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
滅
失
、
毀
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

（
滅
失
、
き
損
等
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
十
三
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
及
び
第
百
二
十
条

第
十
三
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
及
び
第
百
二
十
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
記
念
物
の
全
部
又
は
一
部

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
記
念
物
の
全
部
又
は
一
部

が
滅
失
し
、
毀
損
し
、
若
し
く
は
衰
亡
し
、
又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み

が
滅
失
し
、
き
損
し
、
若
し
く
は
衰
亡
し
、
又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み

取
ら
れ
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る

取
ら
れ
た
と
き
の
届
出
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る

。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六

（
略
）

六

（
略
）

七

滅
失
、
毀
損
、
衰
亡
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
毀
損
等
」
と
い
う
。

七

滅
失
、
き
損
、
衰
亡
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
き
損
等
」
と
い
う
。

）
の
事
実
の
生
じ
た
日
時

）
の
事
実
の
生
じ
た
日
時

八

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
の
生
じ
た
当
時
に
お
け
る
管
理
の
状
況

八

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
の
生
じ
た
当
時
に
お
け
る
管
理
の
状
況

九

滅
失
、
毀
損
等
の
原
因
並
び
に
毀
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
程
度

九

滅
失
、
き
損
等
の
原
因
並
び
に
き
損
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
程
度

十

毀
損
の
場
合
は
、
毀
損
の
結
果
当
該
登
録
記
念
物
が
そ
の
保
存
上
受
け
る
影
響

十

き
損
の
場
合
は
、
き
損
の
結
果
当
該
登
録
記
念
物
が
そ
の
保
存
上
受
け
る
影
響

十
一

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
日

十
一

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
日

十
二

滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る

十
二

滅
失
、
き
損
等
の
事
実
を
知
っ
た
後
に
執
ら
れ
た
措
置
そ
の
他
参
考
と
な
る

べ
き
事
項

べ
き
事
項

２

前
項
の
書
面
に
は
、
滅
失
、
毀
損
等
の
状
態
を
示
す
キ
ャ
ビ
ネ
型
写
真
及
び
図
面

２

前
項
の
書
面
に
は
、
滅
失
、
き
損
等
の
状
態
を
示
す
キ
ャ
ビ
ネ
型
写
真
及
び
図
面
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を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

（
現
状
変
更
の
届
出
）

（
現
状
変
更
の
届
出
）

第
十
六
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

第
十
六
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
現
状
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う
も

よ
る
現
状
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

六

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

十
一

現
状
変
更
に
よ
り
生
ず
る
物
件
の
滅
失
若
し
く
は
毀
損
又
は
景
観
の
変
化
そ

十
一

現
状
変
更
に
よ
り
生
ず
る
物
件
の
滅
失
若
し
く
は
き
損
又
は
景
観
の
変
化
そ

の
他
現
状
変
更
が
登
録
記
念
物
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
事
項

の
他
現
状
変
更
が
登
録
記
念
物
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
事
項

十
二
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

（
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
の
書
面
の
記
載
事
項
）

（
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
の
書
面
の
記
載
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
及
び
法
第
百
二

第
二
十
一
条

法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
及
び
法
第
百
二

十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
記
念
物
の
管

十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
記
念
物
の
管

理
又
は
復
旧
に
関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

理
又
は
復
旧
に
関
し
技
術
的
指
導
を
求
め
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）
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○
重
要
文
化
的
景
観
に
係
る
選
定
及
び
届
出
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）
（
第
二
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
文
部

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

保

保

一

選
定
の
申
出
に
係
る
文
化
的
景
観
（
以
下
「
文
化
的
景
観
」
と
い
う
。
）
の

一

選
定
の
申
出
に
係
る
文
化
的
景
観
（
以
下
「
文
化
的
景
観
」
と
い
う
。
）
の

（
以
下
「

」
と
い
う
。

（
以
下
「

」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
い

存
及
び
活
用
に
関
す
る
計
画

文
化
的
景
観
保
存
活
用
計
画

存
に
関
す
る
計
画

文
化
的
景
観
保
存
計
画

）
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る

２

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

文
化
的
景
観
保
存
活
用
計
画

文
化
的
景
観
保
存
計
画

。一

（
略
）

一

（
略
）

二

文
化
的
景
観
の

に
関
す
る
基
本
方
針

二

文
化
的
景
観
の

に
関
す
る
基
本
方
針

保
存
及
び
活
用

保
存

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

文
化
的
景
観
を

す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
に
関
す
る
事
項

五

文
化
的
景
観
を

す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
に
関
す
る
事
項

保
存
及
び
活
用

保
存

六

（
略
）

六

（
略
）

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
的
景
観
の

に
関
し
特
に

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
的
景
観
の

に
関
し
特
に
必
要
と
認

保
存
及
び
活
用

保
存

必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

め
ら
れ
る
事
項

（
選
定
の
申
出
）

（
選
定
の
申
出
）
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第
二
条

法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
文
化
的
景
観
の
選
定
の
申
出

第
二
条

法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
文
化
的
景
観
の
選
定
の
申
出

を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
又
は
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
は
、

を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
選
定
の
申
出
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め

選
定
の
申
出
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
文
化
的
景
観
に
お
け
る
重
要
な
構
成
要
素

当
該
文
化
的
景
観
に
お
け
る
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
不
動
産
の
所
有
者
等
の
同
意

で
あ
る
不
動
産
の
所
有
者
等
の
同
意
を
得
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
選
定

を
得
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
選
定
申
出
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す

申
出
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

文
化
的
景
観
保
存
活
用
計
画

文
化
的
景
観
保
存
計
画

六

六

七

（
略
）

七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
文
部
科
学
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
（
第
二
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
書
面
等
の
経
由
）

（
書
面
等
の
経
由
）

第
二
条

前
条
第
一
項
の
書
面
及
び
同
条
第
二
項
の
書
類
、
図
面
又
は
写
真
は
、
当
該

第
二
条

前
条
第
一
項
の
書
面
及
び
同
条
第
二
項
の
書
類
、
図
面
又
は
写
真
は
、
当
該

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
指
定
を
行
っ
た
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
指
定
を
行
っ
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
経
由
し
て
、

お
い
て
同
じ
。
）
町
村
の
教
育
委
員
会

文
化
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
当
該
市
町
村
が
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
五
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公

を
経
由
し
て
、
文
化
庁
長

共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
）

官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。


